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自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 

（会社法第１６５条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得） 

 

 

当社は、2025 年 5 月 12 日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第１６５条第３項の規定により

読み替えて適用される同法第１５６条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しましたので、

お知らせいたします。 

 

１．自己株式の取得を行う理由 

当社は、持続的な成長の実現に向け、すべてのステークホルダーを重視した経営を行い、企業価値の向上

に努めております。当社と致しましては、成長投資、配当水準、資本効率、及び株価水準等を総合的に勘案

して、機動的な自己株式の取得を通じ、株主還元の充実および資本効率の向上を図ってまいります。 

 

 

２．取得に係る事項の内容 

（１） 取得対象株式の種類 当社普通株式 

（２） 取 得 し 得 る 

株 式 の 総 数 

18,000,000株（上限） 

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 4.33％） 

（３） 株式の取得価額の 

総 額 
60,000,000,000円（上限） 

（４） 取 得 期 間 2025年 5月 13日～2025年 12月 17日 

（５） 取 得 の 方 法 東京証券取引所における市場買付 

 

 

以 上 

 

（参考）2025年 3月 31日時点の自己株式の保有状況 

発行済株式総数 

（自己株式を除く） 
415,674,012株 

自己株式数 50,925,784株 

 


